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平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
設
業
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
七
年
五
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中

｢

午
後
四
時
四
十
五
分｣

を

｢

午
後
五
時｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の

二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
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十
二
日
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

環
境
技
術
株
式
会
社

２

住
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
浜
名
谷
地
一
番
地
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

浅
香

節
夫

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
下
毛
合
清
水
一
番
二
九

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

汚
泥
の
焼
却
施
設
、
廃
油
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
産
業
廃
棄
物
の

焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

汚
泥
、
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物

性
残
さ
、
家
畜
ふ
ん
尿
、
家
畜
の
死
体

(

こ
れ
ら
の
う
ち
、
感
染
性
産
業
廃
棄
物
を
含
む
。)

五

申
請
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
環
境
部
環
境
政
策
課

２

期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
五
月
六
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成16年３月22日 月曜日 第2304号 �

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
	


�


�
	


�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
	
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
 
!

"
#
$
%
&

'
(
)

*
+
,
-
.
/
0

.
1
2
3
4
�
5

6
7
8
9

:
;
<
=

>
?
@

A
B
�
C
D

�
E
&
'
(

)

*
+
,
/
0
4
F

G
4
4
�
4

3
H��I

��I

��

%
$
J
K
L

M
N
O
$

P
+
Q
P
+
R
-

.
S
T
.
U
V
W

X
�
4

6
7
8
9

:
;
<
=

>
?
@

A
B
�
C
D

�
E
Y
Z
[

\

P
+
Q
P
+
R
-

.
]
T
.
^
_
4

W
5
�
*

`

%
$
J
K
L

M
a
+
J
K

$

b
c
Q
a
+
R
.

d
V
e
4
f
�
g
h
i
?
@
j
k
l
B
m

�
n
o
p
�
b
c
Q
a
+
R
.

d
V
e
5
W
�
4
`

q
�
$
%
r

B
s
�
�
�
P
+
Q
t
+
R
-

.
b
,
0
.
u
v
J
K
w
x

y
z

q
�
$
%
r

B
s
�
�
�
P
+
Q
t
+
R
-

.
b
,
0
.
u
v
`

� �



� � 青 森 県 報������	

� 	�� 第2304号
�
�
�
�
�

�
�
�
	
�

�
�
�
�
�

�
�
�
	
�



�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
	
 

!
"
#
$
%
�
&
'
(

)
*
+
'
�

,
'
-
.
/

0
1
2
%
�
�
3

4
5
 

6



�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
	
 

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
B
/
C

D
E
%
�

0
1
2
%
�
�
3

4
5
 

6

F
G
�


H

D
I
J
'
*

<
K
L
M
N

'
O
P

Q
R
2
S
�
�
3

4
�
	
�
T

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
B
U
'

I
C
D
E

Q
R
2
V
W
�
3

4
X
	
�
Y

6

Z
/
[
'
\

]
*
E
^
J

@
*
'
A
F

G
�



_
�
2
�
�
`
a

b
 
3
4
c
	
�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
Z
/
[

'
_
�
d
e

_
�
2
�
�
�
f

g
�
h
i
j
�
T

	
�

6

k
l
�


m

'
*
n
'
*

o

�
�
�
�
�
p
�

�
�
5
q
r
�
s

�
5
	
�
T

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
n
'
*

o

_
�
2
�
�
V
t

�
u
�
 
c
Y
	

 
6



�
�

�

�
�
v
�

_
�
2
�
�
�
w

�
x
y
z
T
Y
	

5

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
{
|
}

	
~

_
�
2
�
�
�
�

H
�
�
3
4
�
T

	
X

6

�
�
�
�
>

?
�
=
�
�
_
�
2
�
�
�
�

T
3
4
 
	
 

!
"
�
n

�
�
,
'

-
.
/

�
�
�
�
>

?
�
=
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

 
Y
T

6



�
�

�

�
�
�
�

Q
R
2
�
�
x
a

�
�
�
�
�
c

�
�
�
n

�
�
,
'

-
.
/



�
�

�

�
�
�
�
Q

R
�
�
�
�

�

Q
R
2
�
�
�
�

�
�
�
�
5
X
	

�
Y

6

k
l
�


	

�
�
�

Q
R
2
�
�
j
�

�
�
�
T
5
	
�
!
"
#
$
)
*
+
'
�

,
'
-
.
/

	
�
�

Q
R
2
�
�
j
�

�
�
�
T
5
	
�

���

���

��

k
l
�


�

�
	
~

b
�
�
�
�
 
�

�
�
¡
¢
£
�
�

�
�
�
Y
	
�

!
"
#
$
�
�
	
~
!

"
#
$

b
�
�
�
�
 
�

�
�
¡
¢
£
�
�

�
�
�
Y
	
�

���

���

��

k
l
�


¤

¥
�
H
J
B

'
�
�
¦
/

§
'

�
�
�
�
¨
t
�

�
�
¨
t
�
`
w

�
c
	
T

!
"
#
$
¤
¥
�
)
*

+
'
�
,
'

-
.
/

�
�
�
�
¨
t
�

�
�
¨
t
�
`
w

�
c
	
T

6

k
l
�


©

ª
«
H
J
B

'
�
�

`
�
�
�
¬

w

�
�
®
¯
�
°
±

�
X
	
�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
©
ª
«

`
�
�
�
¬

w

�
�
®
¯
�
°
±

�
X
	
�

���

��

�

k
l
�


B

/
²
³
´
µ

¶
�

5
·
2
�
�
¸
e

«
�
5
¹
º
�
�

Y
	
�
5
X

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
�
�
	

~

�
·
�
�
»
w
�

�
¼
½
�
h
y
j

�
	
c

���

��

��

�
¾
�
�
¿

À
�

Á
�
�
2
�
�
Â

�
�
Ã
f
g
�
5

	
�
T
Y

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&
'

(
Ä
g
�

5
·
2
�
�
Ä
�

Å
Æ
�
�

6

�
¾
�
�
Ç

È
�

_
�
2
�
�
`
¯

É
�
c
	
�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&
'

(
�
Ê
Ë

V
�
�
�
Ì
«
�

�
�
�
�
�
�
w

Í
�
�
�
	
�

6

k
l
�


,

*
I
B
\
�

\
D
/
[

5
·
2
�
�
Î
�

�
Ï
g
�
 
	
�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
,
*
I

B
\
�
\
D

/
[

5
·
2
�
�
Î
�

�
Ï
g
�
 
	
�

���

��

��

k
l
�


*

'
Ð

b
�
�
�
V
~
�

�
�
�
½
�
Ñ
�

T
X
	
�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
½
	
~

b
�
�
�
V
~
�

�
�
�
½
�
Ñ
�

�
�
�

���

��

��

k
l
�


*

'
Ð

b
�
�
�
V
~
�

�
�
�
½
�
Ñ
�

T
X
	
�

�
�
#
$
Ò
�
Ó
³
D

B
'
�
�
¦

/
§
'

b
�
�
�
V
~
�

�
�
�
½
�
Ñ
�

�
�
�

6

F
G
�


Ô

Õ
_
�
2
�
�
a
Ö

 
3
4
 
	
c

�
�
#
$
Ô
Õ
³
D
B

'
�
�
¦
/

§
'

_
�
2
�
�
a
Ö

 
3
4
 
	
c

���

��

��

k
l
�


×

`
Ø
Ù

b
�
�
�
V
~
�

�
�
®
�
�
Ú
¯

5
X
	
�

!
"
#
$
#
$
Û
Ü
�

�
�
�
	
~

b
�
�
�
V
~
�

�
�
®
�
�
Ú
¯

5
X
	
�

���

��

��

F
G
�


C

D
E
¦
'
Z

'
Ý
'
Þ
L

'
-
.
/

Q
R
2
�
�
ß
à

�
h
¯
e
�
�
	

�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
á
/
o

â
}
ã
ä

Q
R
2
V
â
�
3

4
�
5
	
X

���

��

	�

F
G
�


C

D
E
¦
'
Z

'
Ý
'
Þ
L

'
-
.
/

Q
R
2
�
�
ß
à

�
h
¯
e
�
�
	

�

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

@
*
'
A
&

'
(
á
/
o

â
å
}
æ

Q
R
2
V
â
�
3

4
�
5
	
X

6

�
¾
�
�
ç

>
�

T
�
¯
e
2
�
è

�
 
Y
	
c

�
�
#
$

�
¾
�
�
ç

>
�
³
D
B

'
�
�
¦
/

§
'
�
�

T
�
¯
e
2
�
�

�
�
�
é
ê
�
c

�
	
�

6

�
¾
�
�
ç

>
�

T
�
¯
e
2
�
è

�
 
Y
	
c

7
8
9
:

;
<
=
>

?
#
$

�
¾
�
�
ç

>
�
@
*
'

A
&
'
(
�

�

T
�
¯
e
2
�
�

�
�
�
é
ê
�
c

�
	
�

6

� �



� �

青
森
県
告
示
第
百
九
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。
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1

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
東

幸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
生
平
四
四
の

七
七

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
居

宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

八
戸
市
東
白
山
台

二
丁
目
二
の
一

平
成

��･

��･

��

株
式
会
社
ハ
ウ
ス

バ
ン
ク

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
光
城
七
丁
目

四
三

ふ
る
さ
と
介
護

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
光
城
七
丁
目

四
三

〃

社
会
福
祉
法
人
和

洋
会

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
大
坊
字
前
田

一
三
七
の
二

浦
町
居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

黒
石
市
浦
町
一
丁

目
八
二

〃

有
限
会
社
の
じ
り

苑

青
森
市
大
字
野
尻

字
今
田
五
八
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
の
じ
り

青
森
市
大
字
野
尻

字
今
田
五
八
の
一

��･

��･

��

有
限
会
社
ル
ー
ツ

北
津
軽
郡
中
里
町

大
字
今
泉
字
神
山

五
九
の
一

泉
の
里
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

北
津
軽
郡
中
里
町

大
字
今
泉
字
神
山

一
四
一

��･

�･

��

特
定
非
営
利
活
動

法
人
黒
石
福
祉
サ

ー
ビ
ス

黒
石
市
馬
場
尻
東

二
五
の
一
六

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
黒
石
福
祉
サ

ー
ビ
ス

黒
石
市
追
子
野
木

三
丁
目
二
一
五
の

一

��･

�･

��

株
式
会
社
ウ
エ
ル

ビ
ー
ン
グ

弘
前
市
大
字
松
森

町
六
五
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ウ
エ
ル
パ
ー

ク

弘
前
市
大
字
松
森

町
六
六
の
二

��･

�･
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平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
保

健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

(
生
後
九
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

(

生
後
九

十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ブ
ル
セ
ラ
病
に
つ
い
て
は
血
清
凝
集
反
応

検
査
、
結
核
病
に
つ
い
て
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ヨ
ー
ネ
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
八
か
月
齢
以
上
の

肉
用
雌
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

(

生
後
九

十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ニ
ン
検
査
又
は
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
な
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
法
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
伝
染
性
貧
血
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

青 森 県 報������	
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平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
馬
並
び
に
こ
れ

ら
の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬
並
び
に
こ

れ
ら
の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

３

実
施
区
域
内
で
競
走
馬

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

に
よ
る
競
馬
に
出
場
す
る

馬
４

実
施
区
域
内
で
飼
育
又
は
放
牧
等
し
て
い
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
パ
ラ
チ
フ
ス
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
の
用
に
供
す
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る

も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
血
清
急
速
凝
集
反
応
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
伝
染
性
子
宮
炎
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
子
宮
炎
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
の
用
に
供
す
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る

も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

青
森
県
告
示
第
二
百
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。
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平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
二
百
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
二
百
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
み
つ
ば
ち
の
腐
蛆そ

病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

み
つ
ば
ち
の
腐
蛆そ

病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
み
つ
ば
ち
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
肉
眼
的
検
査

青
森
県
告
示
第
二
百
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ

ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病

及
び
牛
流
行
熱
発
生
予
察
の
た
め

青 森 県 報������	

� 	�� 第2304号� �



� �

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
二
百
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
牛
の
薬
浴
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

牛
体
ダ
ニ
駆
除

(

タ
イ
レ
リ
ア
病
発
生
予
防)

の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
放
牧
さ
れ
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定

す
る
日

五

薬
浴
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
噴
霧
又
は
プ
ア
オ
ン

青
森
県
告
示
第
二
百
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

下
田
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

下
田
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
二
年
四
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
三
百
三
十

九
号)

の
事
業
地
の
う
ち
下
田
町
字
中
野
平
、
字
木
崎
、
字
染
屋
、
字
中
平
下
長
根
山
地
内
に

お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢
八
甲
田
農
業
協
同
組
合
沢
田
出
張
所

上
北
郡
十
和
田
湖
町
大
字
沢
田

｣

を
削
る
。

公

告
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県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
外

ケ
沢
下
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

金
木
町
役
場

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

公
安
委
員
会
が
定
め
る
自
動
車
の
積
載
の
高
さ
の
制
限)

第
十
一
条
の
二

令
第
二
十
二
条
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
が
定
め
る
自
動
車
は
、
別

表
に
掲
げ
る
道
路
を
現
に
通
行
す
る
自
動
車
と
し
、
公
安
委
員
会
が
定
め
る
高
さ
は
、
四
・
一
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

(

第
十
一
条
の
二
関
係)

青 森 県 報������	

� 	�� 第2304号

路

線

名

区

間

東
北
縦
貫
自
動
車
道
弘
前
線

青
森
県
南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
諏
訪
ノ
平

秋
田
県
境
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
岩
渡
字
熊
沢

青
森
Ｉ
Ｃ
ま
で

東
北
縦
貫
自
動
車
道
八
戸
線

青
森
県
青
森
市
大
字
諏
訪
沢

青
森
東
Ｉ
Ｃ
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
岩
渡
字
熊
沢

青
森
Ｊ
Ｃ
Ｔ
ま
で

青
森
県
三
戸
郡
南
郷
村

岩
手
県
境
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
和
野
前
山

八
戸
北
Ｉ
Ｃ

ま
で

一
般
国
道
四
号
線

青
森
県
三
戸
郡
三
戸
町
大
字
目
時
字
上
川
原

岩
手
県
境

か
ら

青
森
県
青
森
市
長
島
一
丁
目
一
〇
番
二
号
ま
で

一
般
国
道
七
号
線

青
森
県
弘
前
市
大
字
堅
田
字
神
田
三
八
三
番
地
三
か
ら

青
森
県
青
森
市
長
島
一
丁
目
一
〇
番
二
号
ま
で

青
森
県
青
森
市
大
字
岩
渡
字
熊
沢
二
五
〇
番
地
二
三
九
か

ら青
森
県
青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
七
一
番
地
二
ま
で

一
般
国
道
四
十
五
号
線

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
田
ノ
沢
頭
一
番
地
三
六
か

ら青
森
県
上
北
郡
下
田
町
字
菜
飯
四
五
番
地
一
ま
で

青
森
県
八
戸
市
大
字
石
堂
字
中
河
原
一
二
番
地
二
三
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
四
〇
番
地
四
五
ま

で

一
般
国
道
百
二
号
線

青
森
県
十
和
田
市
稲
生
町
一
二
番
四
四
号
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
稲
生
町
二
四
番
三
二
号
ま
で

一
般
国
道
百
三
号
線

青
森
県
青
森
市
橋
本
二
丁
目
一
番
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
七
一
番
地
一
ま
で

一
般
国
道
百
四
号
線

青
森
県
八
戸
市
長
苗
代
一
丁
目
一
五
九
番
一
号
か
ら

青
森
県
三
戸
郡
名
川
町
大
字
剣
吉
字
堤
ノ
上
八
番
地
一
ま

� �
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成16年３月22日 月曜日 第2304号 ��

で

一
般
国
道
三
百
三
十
八
号
線

青
森
県
三
沢
市
四
川
目
一
丁
目
一
四
五
番
三
九
二
号
か
ら

青
森
県
上
北
郡
下
田
町
字
苗
振
谷
地
二
六
番
地
六
ま
で

県
道
八
戸
野
辺
地
線

青
森
県
三
沢
市
大
町
三
丁
目
一
〇
番
二
五
号
か
ら

青
森
県
三
沢
市
大
町
二
丁
目
三
番
一
号
ま
で

県
道
三
沢
十
和
田
線

青
森
県
三
沢
市
四
川
目
二
丁
目
一
四
五
番
三
八
一
号
か
ら

青
森
県
三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
一
〇
番
一
七
号
ま
で

青
森
県
三
沢
市
大
町
二
丁
目
一
三
番
二
五
号
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
元
町
東
一
丁
目
五
番
一
号
ま
で

青
森
県
三
沢
市
大
町
三
丁
目
一
一
番
三
二
号
か
ら

青
森
県
上
北
郡
下
田
町
字
上
久
保
六
三
番
地
四
三
ま
で

県
道
青
森
停
車
場
線

青
森
県
青
森
市
本
町
一
丁
目
一
番
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
本
町
一
丁
目
二
番
三
一
号
ま
で

県
道
青
森
港
線

青
森
県
青
森
市
本
町
三
丁
目
二
番
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
本
町
二
丁
目
四
番
九
号
ま
で

県
道
八
戸
百
石
線

青
森
県
八
戸
市
長
苗
代
一
丁
目
一
六
二
番
七
号
か
ら

青
森
県
上
北
郡
百
石
町
一
川
目
二
丁
目
九
九
番
ま
で

県
道
弘
前
環
状
線

青
森
県
弘
前
市
大
字
堅
田
字
神
田
三
八
〇
番
地
二
か
ら

青
森
県
南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
新
山
字
松
橋
一
三
一
番
地

七
ま
で

県
道
十
和
田
三
戸
線

青
森
県
十
和
田
市
元
町
東
一
丁
目
五
番
一
号
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
稲
生
町
一
〇
番
三
二
号
ま
で

県
道
戸
来
十
和
田
線

青
森
県
十
和
田
市
大
字
藤
島
字
上
野
月
一
番
地
四
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
穂
並
町
一
番
一
号
ま
で

市
道
平
和
公
園
通
り
線

青
森
県
青
森
市
青
柳
一
丁
目
二
番
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
堤
二
丁
目
一
番
一
号
ま
で

市
道
伝
法
寺
北
線

青
森
県
十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
平
窪
七
八
番
地
三
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
平
窪
七
八
番
地
三
ま
で

市
道
伝
法
寺
藤
島
線

青
森
県
十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
平
窪
七
六
番
地
四
か
ら

青
森
県
十
和
田
市
大
字
藤
島
字
妻
ノ
神
一
番
地
二
ま
で

市
道
三
十
二
号
線

青
森
県
三
沢
市
幸
町
一
丁
目
九
番
六
号
か
ら

青
森
県
三
沢
市
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号
ま
で

市
道
四
十
六
号
線

青
森
県
三
沢
市
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号
か
ら

青
森
県
三
沢
市
緑
町
三
丁
目
二
番
三
号
ま
で

市
道
岡
三
沢
下
田
線

青
森
県
三
沢
市
堀
口
一
丁
目
一
番
一
号
か
ら

青
森
県
三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
一
七
番
地
三
六
ま
で

臨
港
道
路
白
銀
北
沼
線

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
北
沼
三
〇
番
地
一
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
八
番
地
一
ま
で

臨
港
道
路
八
太
郎
一
号
埠
頭
線

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
浜
名
谷
地
七
六
番
地
一
四

五
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
六
番
地
四
ま
で

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


